
16-1 

第１６号議案 

 

 

 

   芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

   平成２９年２月２１日提出 

 

 

 

芦屋市長 山 中  健        

 

 

 

 

提案理由 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い，建築物エネルギー

消費性能確保計画に係る適合性判定の申請手数料等を定めるため，この条例を制定し

ようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

芦屋市手数料条例（平成１２年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

別表 ３建設関係(2)建築基準法関係の表に次のように加える。 

65 建築物のエネルギー
消費性能の向上に関
する法律（平成 27年
法律第53号）第11条
第 1 項の規定が適用
される建築物（以下
(2)建築基準法関係
の表において「適判
建築物」という。）
の部分（以下同表に
おいて「非住宅部分」
という。）が含まれ
る場合における建築
基準法第 7 条第 1 項
の規定に基づく完了
検査の申請又は同法
第 18 条第 16 項の規
定に基づく完了の通
知に対する審査 

建築物エネルギー消
費性能の適合性判定
を受けた建築物の完
了検査申請手数料又
は完了通知手数料 

1 件につき，4の項又は 7の項に掲げる手
数料のほか，次に定める手数料を納めなけ
ればならない。 
非住宅部分の床面積の合計が 
2,000㎡以上5,000㎡以内のもの 85,000
円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内のもの 13
4,000 円 
10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 16
9,000 円 
25,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 21
1,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 296,000 円 

 

別表 ３建設関係(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表を次のように改

める。 

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律関係 

番号 事務 名称 金額 
1 都市の低炭素化の

促進に関する法律
（平成 24 年法律第
84 号。以下(7)都市
の低炭素化の促進
に関する法律関係
の表において「エコ
まち法」という。）
第 53 条第 1 項の規
定に基づく低炭素
建築物新築等計画
（以下同表におい
て「新築等計画」と
いう。）の認定の申

低炭素建築物新築
等計画認定申請手
数料 

イ 市長が定める機関により作成された
エコまち法第54条第1項第1号に規定
する基準に適合することを確認した旨
を証する書面（以下(7)都市の低炭素化
の促進に関する法律関係の表において
「適合証」という。）が添付されてい
る場合は，1件につき，次に定めると
おりとする。 
(1) 人の居住の用に供する建築物の部

分（以下(7)都市の低炭素化の促進に
関する法律関係の表において「住宅
部分」という。）のみを有する建築
物（以下同表において「住宅建築物」
という。）に係る新築等計画である
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請に対する審査 場合 
ａ 一棟の建築物からなる一戸の住
宅で，住宅以外の用途に供する部
分を有しないもの（以下(7)都市の
低炭素化の促進に関する法律関係
の表において「一戸建ての住宅」
という。）の場合 
床面積の合計が 
200 ㎡以内のもの 7,000 円 
200 ㎡を超えるもの 7,500 円 

ｂ 一戸建ての住宅以外の住宅の場
合 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 12,000 円 
300㎡を超え2,000㎡以内のもの
 28,000 円 
2,000㎡を超え5,000㎡以内のも
の 67,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内の
もの 104,000 円 
10,000㎡を超え25,000㎡以内の
もの 168,000 円 
25,000㎡を超え50,000㎡以内の
もの 238,000 円 
50,000㎡を超えるもの 373,000
円 

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る新
築等計画である場合 
ａ 住宅部分 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 12,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のもの
 28,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内のも
の 67,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内のも
の 104,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内の
もの 168,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内の
もの 238,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 373,000 
円 

ｂ 住宅部分以外の建築物の部分
（以下(7)都市の低炭素化の促進に
関する法律関係の表において「非住
宅部分」という。） 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 12,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のもの
 35,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内のも
の 104,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内のも
の 154,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内の
もの 201,000 円 
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25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内の
もの 243,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 357,000
円 

ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法
律第5条第1項に規定する住宅性能評価
書により，市長が定める基準に適合す
ると認められる場合は，1件につき，次
に定めるとおりとする。 
(1) 住宅建築物に係る新築等計画であ

る場合 
ａ 一戸建ての住宅の場合 
床面積の合計が 
200 ㎡以内のもの 9,100 円 
200 ㎡を超えるもの 9,600 円 

ｂ 一戸建ての住宅以外の住宅の場
   合 

床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 15,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のもの
 30,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内のも
の 69,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内のも
の 106,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内の
もの 170,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内の
もの 240,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 375,000
円 

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る新
築等計画である場合 
ａ 住宅部分 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 15,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のもの
 30,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内のも
の 69,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内のも
の 106,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内の
もの 170,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内の 
もの 240,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 375,000 
円 

ｂ 非住宅部分 
(a) 建築物全体のエネルギーの使

用の効率性その他の性能につい
て，特別な調査又は研究の結果に
基づく計算方法として市長が別
に定めるもの（以下(7)都市の低
炭素化の促進に関する法律関係
の表において「モデル建物基準」
という。）により算出する場合 
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床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 96,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のも
の 163,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内の
もの 271,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内の
もの 347,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内
のもの 424,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内
のもの 492,000 円 
50,000㎡を超えるもの 656,00
0 円 

(b) (a)以外の場合 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 244,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のも
の 397,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内の
もの 575,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内の
もの 703,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内
のもの 839,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内
のもの 953,000 円 
50,000㎡を超えるもの 1,209,
000 円 

ハ イ又はロに定める場合のほかは，1
件につき，次に定めるとおりとする。
(1) 住宅建築物に係る新築等計画であ

る場合 
ａ 一戸建ての住宅の場合 
床面積の合計が 
200 ㎡以内のもの 40,000 円 
200 ㎡を超えるもの 45,000 円 

ｂ 一戸建ての住宅以外の住宅の場
合 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 77,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のもの
 130,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内のも
の 228,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内の
もの 318,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内の
もの 617,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内の
もの 1,065,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 1,958,0
00 円 

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る新
築等計画である場合 
ａ 住宅部分 

床面積の合計が 
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300 ㎡以内のもの 77,000 円 
300 ㎡を超え 2,000 ㎡以内のもの
 130,000 円 
2,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内のも
の 228,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内の
もの 318,000 円 
10,000 ㎡を超え 25,000 ㎡以内の
もの 617,000 円 
25,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内の
もの 1,065,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 1,958,0
00 円 

ｂ 非住宅部分 
(a) モデル建物基準による場合 

床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 96,000 円 
300㎡を超え2,000㎡以内のも
の 163,000 円 
2,000㎡を超え5,000㎡以内の
もの 271,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内
のもの 347,000 円 
10,000㎡を超え25,000㎡以内
のもの 424,000 円 
25,000㎡を超え50,000㎡以内
のもの 492,000 円 
50,000㎡を超えるもの 656,0
00 円 

(b) (a)以外の場合 
床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 244,000 円
300㎡を超え2,000㎡以内のも
の 397,000 円 
2,000㎡を超え5,000㎡以内の
もの 575,000 円 
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内
のもの 703,000 円 
10,000㎡を超え25,000㎡以内
のもの 839,000 円 
25,000㎡を超え50,000㎡以内
のもの 953,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 1,20
9,000 円 

ニ エコまち法第54条第2項に規定する
申出がある場合においては，イ，ロ又
はハに定める手数料のほか，(2)建築基
準法関係の表 1の項に掲げる手数料を
納めなければならない。 

2 エコまち法第 55 条
第1項の規定に基づ
く低炭素建築物新
築等計画の変更の
認定の申請に対す
る審査 

低炭素建築物新築
等計画変更認定申
請手数料 

新築等計画に係る低炭素建築物の変更し
ようとする部分の床面積（建築物のエネ
ルギー使用の効率性その他の性能を算出
する方法の変更を伴う場合にあっては，
変更後の方法で評価される住戸又は建築
物の部分の床面積を含む。次項において
同じ。）に応じ，前項に掲げる金額に相
当する額 
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3 都市の低炭素化の
促進に関する法律
施行規則（平成 24
年国土交通省令第 8
6 号）第 46 条の 2
の規定に基づく新
築等計画の変更が
軽微な変更に該当
している旨の証明
の申請に対する審
査 

低炭素建築物新築
等計画軽微変更該
当証明申請手数料 

新築等計画に係る低炭素建築物の変更し
た部分の床面積に応じ，1の項に掲げる金
額に相当する額 

4 低炭素建築物の認
定等に関する証明 

低炭素建築物の認
定等に係る証明手
数料 

1件につき 300 円 

 

別表 ３建設関係(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表番

号１の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年

法律第５３号。以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表にお

いて「法」という。）」を「法」に，同項金額の欄中「人の居住の用に供する建築物

の部分（」を「住宅部分（法第１１条第１項に規定する住宅部分をいう。」に，「「住

宅部分」という」を「同じ」に，「(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律関係の表において「住宅建築物」」を「同表において「住宅建築物」」に，「住宅

部分以外の建築物の部分（以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関

係の表において「非住宅部分」という。）」を「非住宅部分」に，「建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。（以

下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表において「省令」とい

う。）第８条第１号イ(2)及びロ(2)」を「省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)」に改

め，同項を同表番号４の項に改め，同項の前に次のように加える。 

1 建築物のエネルギー
消費性能の向上に関
する法律（平成 27年
法律第 53号。以下
(9)建築物のエネル
ギー消費性能の向上
に関する法律関係の
表において「法」と
いう。）第 12条第 1
項又は第13条第2項
の規定に基づく建築
物エネルギー消費性
能確保計画（以下同
表において「確保計
画」という。）に係
る建築物エネルギー
消費性能適合性判定
（以下同表において

建築物エネルギー消
費性能確保計画に係
る適合性判定申請手
数料 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を
定める省令（平成 28年経済産業省令・
国土交通省令第 1号。以下(9)建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法
律関係の表において「省令」という。）
第1条第1項第1号ロに規定する基準（以
下同表において「モデル建物基準」とい
う。）による場合 
床面積の合計が 
2,000㎡以上5,000㎡以内のもの 264,
000 円 
5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 3
39,000 円 
10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 
415,000 円 
25,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 
482,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 644,000 円 
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「適合性判定」とい
う。）の申請に対す
る審査 

ロ イ以外の場合 
床面積の合計が 
2,000㎡以上5,000㎡以内のもの 563,
000 円 
5,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 6
89,000 円 
10,000㎡を超え25,000㎡以内のもの 
823,000 円 
25,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 
935,000 円 
50,000 ㎡を超えるもの 1,187,000 円

2 法第12条第2項又は
第13条第3項の規定
に基づく変更後の確
保計画の適合性判定
の申請に対する審査

変更後の建築物エネ
ルギー消費性能確保
計画に係る適合性判
定申請手数料 

確保計画に係る非住宅部分（法第 11条第 1
項に規定する非住宅部分をいう。以下(9)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律関係の表において同じ。）の変更
しようとする部分（以下この項において
「変更部分」という。）の床面積（エネル
ギー消費性能を算出する方法（以下同表に
おいて「算出方法」という。）の変更を伴
う場合にあっては，変更後の算出方法で評
価する建築物の床面積を含む。次項，5の
項及び 6の項において同じ。）の合計が
300 ㎡以内のもの 238,000 円（モデル建
物基準による場合にあっては，93,000 円）
300 ㎡を超え 2,000 ㎡未満のもの 388,00
0 円（モデル建物基準による場合にあって
は，158,000 円） 
2,000 ㎡以上のもの 変更部分の床面積に
応じ，前項に掲げる金額に相当する額 

3 建築物のエネルギー
消費性能の向上に関
する法律施行規則
（平成28年国土交
通省令第5号。以下
(9)建築物のエネル
ギー消費性能の向上
に関する法律関係の
表において「施行規
則」という。）第 11
条の規定に基づく確
保計画の変更が軽微
な変更に該当してい
る旨の証明の申請に
対する審査 

建築物エネルギー消
費性能確保計画軽微
変更該当証明申請手
数料 

確保計画に係る非住宅部分の変更した部
分（以下この項において「変更部分」とい
う。）の床面積の合計が 
300 ㎡以内のもの 238,000 円（モデル建
物基準による場合にあっては，93,000 円）
300 ㎡を超え 2,000 ㎡未満のもの 388,00
0 円（モデル建物基準による場合にあって
は，158,000 円） 
2,000 ㎡以上のもの 変更部分の床面積に
応じ，1の項に掲げる金額に相当する額 

 

別表 ３建設関係(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表番

号２の項金額の欄中「住宅建築物，非住宅建築物又は複合建築物」を「建築物」に，

「１の項」を「前項」に改め，同項を同表番号５の項に改め，同項の次に次のように

加える。 

6 施行規則第29条の規
定に基づく性能向上
計画の変更が軽微な
変更に該当している

建築物エネルギー消
費性能向上計画軽微
変更該当証明申請手
数料 

性能向上計画に係る建築物の変更した部
分の床面積に応じ，4の項に掲げる金額に相
当する額 
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旨の証明の申請に対
する審査 

 

 別表 ３建設関係(9)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表番

号３の項金額の欄中「省令第１条第１項第１号ロに規定する基準」を「モデル建物基

準」に改め，同項を同表番号７の項に改める。 

 

 

附 則 

 

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 
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参 照 １ 

 

 

芦屋市手数料条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い，建築物エネルギ

ー消費性能確保計画に係る適合性判定の申請手数料等を定めるため，この条例を制

定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 建築基準法の規定に基づく建築物に係る完了検査申請手数料及び完了通知手数

料に加算する建築物エネルギー消費性能の適合性判定を受けた建築物に係る完了

検査申請手数料及び完了通知手数料を次のとおり定める。 

  （別表３(2)建築基準法関係の表 番号 65 関係） 

（単位：円／件） 

非住宅部分の床面積の合計 金額 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡以内 85,000

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 134,000

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内 169,000

25,000 ㎡超 50,000 ㎡以内 211,000

50,000 ㎡超 296,000

 

(2) 次のとおり，低炭素建築物新築等計画に係る認定申請手数料及び変更認定申請

手数料を改定するとともに，低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当

している旨の証明申請手数料を定める。 

（別表３(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表 番号 1～3 関係） 
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ア 一戸建ての住宅等の場合 

（太字は改正案，（ ）内は認定・変更認定申請手数料の現行）（単位：円／件） 

区分 

床面積の合計 

(変更認定申請及び軽微変更

該当証明申請の場合は変更

に係る部分の床面積) 

適合証(※１) 

がある場合 

住宅性能評

価書(※２)

がある場合 

左記以外の

場合 

(ｱ) 一戸

建ての住

宅 

200 ㎡以内 

(150 ㎡以内) 

7,000

(7,300)

9,100 40,000

(40,000)

200 ㎡超 

(150 ㎡超) 

7,500

(13,000～

252,000)

9,600 45,000

(80,000～

716,000)

(ｲ) 一戸

建ての住

宅以外の

住宅 

(ｳ) 住宅

建築物以

外の建築

物の住宅

部分 

300 ㎡以内 

(400 ㎡以内) 

12,000

(7,300～

13,000)

15,000 77,000

(40,000～

80,000)

300 ㎡超 2,000 ㎡以内 

(400 ㎡超 2,100 ㎡以内) 

28,000

(23,000～

50,000)

30,000 130,000

(113,000～

172,000)

2,000 ㎡超 5,000 ㎡以内 

(2,100 ㎡超 4,100 ㎡以内) 

67,000

(70,000)

69,000 228,000

(239,000)

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 

(4,100 ㎡超 8,300 ㎡以内) 

104,000

(109,000)

106,000 318,000

(334,000)

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内 

(8,300 ㎡超 24,750 ㎡以内)

168,000

(174,000～

211,000)

170,000 617,000

(457,000～

590,000)

25,000 ㎡超 50,000 ㎡以内 

(24,750 ㎡超) 

238,000

(252,000)

240,000 1,065,000

(716,000)

50,000 ㎡超 

 

373,000 375,000 1,958,000

※１ 適合証とは，市長が定める機関（登録建築物調査機関，登録住宅性能評

価機関及び指定確認検査機関）により作成された省エネルギー等の基準に

適合することを確認した旨を証する書面をいう。 

※２ 住宅性能評価書とは，登録住宅性能評価機関により作成された評価方法

基準に従って評価した結果を証する書面をいう。 
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イ 次に掲げる共同住宅の共用部分に係る認定申請手数料及び変更認定申請手数

料の区分を廃止し，ア(ｲ)又は(ｳ)の区分に掲げる手数料を適用する。 

（単位：円／件） 

区分 

床面積の合計 

(変更認定申請の場合は変更

に係る部分の床面積) 

適合証がある場合 適合証がない場合

共同住宅の共

用部分（廊下，

階段等） 

300 ㎡以内 13,000 124,000

300 ㎡超 2,000 ㎡以内 37,000 208,000

2,000 ㎡超 5,000 ㎡以内 109,000 333,000

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 162,000 422,000

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内 211,000 513,000

25,000 ㎡超 285,000 621,000

 

ウ 住宅建築物以外の建築物の非住宅部分の場合 

（太字は改正案，( )内は認定・変更認定申請手数料の現行）（単位：円／件） 

床面積の合計 

(変更認定申請及び軽微変

更該当証明申請の場合は

変更に係る部分の床面積) 

適合証 

がある

場合 

住宅性能評価書がある場合 左記以外の場合 

モデル建物基

準(※３)によ

る場合 

左記以外の

場合 

モデル建

物基準に

よる場合 

左記以外の

場合 

300 ㎡以内 

(300㎡以内) 

12,000

(13,000)

96,000 244,000 96,000 244,000

(272,000)

300 ㎡超 2,000 ㎡以内 

(300㎡超2,000㎡以内) 

35,000

(37,000)

163,000 397,000 163,000 397,000

(436,000)

2,000 ㎡超 5,000 ㎡以内 

(2,000㎡超5,000㎡以内) 

104,000

(109,000)

271,000 575,000 271,000 575,000

(631,000)

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 

(5,000㎡超10,000㎡以内)

154,000

(162,000)

347,000 703,000 347,000 703,000

(769,000)

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内

(10,000㎡超25,000㎡以内)

201,000

(211,000)

424,000 839,000 424,000 839,000

(915,000)

25,000 ㎡超 50,000 ㎡以内

(25,000㎡超) 

243,000

(285,000)

492,000 953,000 492,000 953,000

(1,069,000)

50,000 ㎡超 357,000 656,000  1,209,000 656,000 1,209,000
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※３ モデル建物基準とは，形状に応じたモデル建築物について，年間熱負荷の

数値を基準値に適合させる計算方法をいう。 

 

(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料及び変更後の

確保計画に係る適合性判定申請手数料並びに確保計画の変更が軽微な変更に該当

している旨の証明申請手数料を次のとおり定める。 

（別表３(9)建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表 番号1～3関係） 

（単位：円／件） 

床面積の合計 

(イ及びウの場合は変更に係

る部分の床面積) 

モデル建物基準による場合 左記以外の場合 

ア 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 

イ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 

ウ 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡以内 264,000 563,000

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 339,000 689,000

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内 415,000 823,000

25,000 ㎡超 50,000 ㎡以内 482,000 935,000

50,000 ㎡超 644,000 1,187,000

イ 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 

ウ 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料 

300 ㎡以内 93,000 238,000

300 ㎡超 2,000 ㎡未満 158,000 388,000

  

(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証

明申請手数料を次のとおり定める。 

 （別表３(9)建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係の表 番号6関係） 
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ア 一戸建ての住宅等の場合 

（単位：円／件） 

区分 変更に係る部分の床面積の合計
適合証(※４) 

がある場合 
適合証がない場合 

(ｱ) 一戸

建ての住

宅 

200 ㎡以内 6,900 37,000

200 ㎡超 7,400 42,000

(ｲ) 一戸

建ての住

宅以外の

住宅 

(ｳ) 住宅

建築物以

外の建築

物の住宅

部分 

300 ㎡以内 12,000 74,000

300 ㎡超 2,000 ㎡以内 28,000 126,000

2,000 ㎡超 5,000 ㎡以内 66,000 222,000

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 103,000 310,000

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内 165,000 604,000

25,000 ㎡超 50,000 ㎡以内 234,000 1,045,000

50,000 ㎡超 368,000 1,923,000

※４ 適合証とは，登録建築物エネルギー消費性能判定機関により作成された

建築物エネルギー消費性能基準を超えるものとして定められた誘導基準に

適合する建築物であると認める旨の書類その他の市長が定める書類をいう。 

 

イ 住宅建築物以外の建築物の非住宅部分の場合 

（単位：円／件） 

変更に係る部分の床面積の合計
適合証があ

る場合 

適合証がない場合 

モデル建物基準 

による場合 
左記以外の場合 

300 ㎡以内 12,000 93,000 238,000

300 ㎡超 2,000 ㎡以内 35,000 158,000 388,000

2,000 ㎡超 5,000 ㎡以内 103,000 264,000 563,000

5,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 151,000 339,000 689,000

10,000 ㎡超 25,000 ㎡以内 198,000 415,000 823,000

25,000 ㎡超 50,000 ㎡以内 239,000 482,000 935,000

50,000 ㎡超 352,000 644,000 1,187,000
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３ 施行期日 

平成２９年４月１日 
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参 照 ２ 

 

 

建築基準法抜粋 

 

（建築物に関する完了検査） 

第７条 建築主は，第６条第１項の規定による工事を完了したときは，国土交通省令

で定めるところにより，建築主事の検査を申請しなければならない。 

（第２項から第５項まで省略） 

 

（国，都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認，検査又は是正措

置に関する手続の特例） 

第１８条 （第１項省略） 

（第２項から第１５項まで省略） 

１６ 国の機関の長等は，当該工事を完了した場合においては，その旨を，工事が完

了した日から４日以内に到達するように，建築主事に通知しなければならない。 

（第１７項から第２５項まで省略） 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律抜粋 

（平成２９年４月１日施行） 

 

（特定建築物の建築主の基準適合義務） 

第１１条 建築主は，特定建築行為（特定建築物（居住のために継続的に使用する室

その他の政令で定める建築物の部分（以下「住宅部分」という。）以外の建築物の

部分（以下「非住宅部分」という。）の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図

る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下

同じ。）の新築若しくは増築若しくは改築（非住宅部分の増築又は改築の規模が政

令で定める規模以上であるものに限る。）又は特定建築物以外の建築物の増築（非

住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって，当該建築物が

増築後において特定建築物となる場合に限る。）をいう。以下同じ。）をしようとす
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るときは，当該特定建築物（非住宅部分に限る。）を建築物エネルギー消費性能基

準に適合させなければならない。 

（第２項省略） 

 

（建築物エネルギー消費性能適合性判定） 

第１２条 建築主は，特定建築行為をしようとするときは，その工事に着手する前に，

建築物エネルギー消費性能確保計画（特定建築行為に係る特定建築物のエネルギー

消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下同じ。）を提出し

て所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定（建築物エネルギー消費性能

確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。第５項及び第６項において同じ。）が建

築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。）を受

けなければならない。 

２ 建築主は，前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギ

ー消費性能確保計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして特

定建築行為をしようとするときは，その工事に着手する前に，その変更後の建築物

エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に提出しなければならない。この場合に

おいて，当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは，所管行

政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。 

（第３項から第９項まで省略） 

 

（国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例） 

第１３条 国，都道府県又は建築主事を置く市町村（以下「国等」という。）の機関の

長が行う特定建築行為については，前条の規定は，適用しない。この場合において

は，次項から第９項までの規定に定めるところによる。 

２ 国等の機関の長は，特定建築行為をしようとするときは，その工事に着手する前

に，建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し，建築物エネルギー

消費性能適合性判定を求めなければならない。 

３ 国等の機関の長は，前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物

エネルギー消費性能確保計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）

をして特定建築行為をしようとするときは，その工事に着手する前に，その変更後

の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知しなければならない。こ

の場合において，当該変更が非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときは，
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所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。 

（第４項から第９項まで省略） 

 

 

   都市の低炭素化の促進に関する法律抜粋 

 

※    部分は，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第８条の規

定の施行（平成２９年４月１日）により改正される規定 

 

 （低炭素建築物新築等計画の認定） 

第５３条 市街化区域等内において，建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建

築物の低炭素化のための建築物の増築，改築，修繕若しくは模様替若しくは建築物

への空気調和設備その他の政令で定める建築設備（以下この項において「空気調和

設備等」という。）の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修（以下「低

炭素化のための建築物の新築等」という。）をしようとする者は，国土交通省令で

定めるところにより，低炭素化のための建築物の新築等に関する計画（以下「低炭

素建築物新築等計画」という。）を作成し，所管行政庁（建築主事を置く市町村の

区域については市町村長をいい，その他の市町村の区域については都道府県知事を

いう。ただし，建築基準法第９７条の２第１項又は第９７条の３第１項の規定によ

り建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については，都道府県知事

とする。以下同じ。）の認定を申請することができる。 

（第２項省略） 

 

（低炭素建築物新築等計画の認定基準等） 

第５４条 所管行政庁は，前条第１項の規定による認定の申請があった場合において，

当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めると

きは，その認定をすることができる。 

(1) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が，建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第３号に規定する建築物エネルギ

ー消費性能基準を超え，かつ，建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進

その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣，国土交通大

臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。 
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(2) 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なもので

あること。 

(3) 前条第２項第３号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行

するため適切なものであること。 

２ 前条第１項の規定による認定の申請をする者は，所管行政庁に対し，当該所管行

政庁が当該申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事に通知し，当該低炭素建

築物新築等計画が建築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては，当該申

請に併せて，同項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。 

（第３項から第９項まで省略） 

 

（低炭素建築物新築等計画の変更） 

第５５条 前条第１項の認定を受けた者（以下「認定建築主」という。）は，当該認

定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除

く。）をしようとするときは，国土交通省令で定めるところにより，所管行政庁の

認定を受けなければならない。 

（第２項省略） 

 

 

   住宅の品質確保の促進等に関する法律抜粋 

 

 （住宅性能評価） 

第５条 第７条から第１０条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を

受けた者（以下「登録住宅性能評価機関」という。）は，申請により，住宅性能評

価（設計された住宅又は建設された住宅について，日本住宅性能表示基準に従って

表示すべき性能に関し，評価方法基準（第５８条第１項の特別評価方法認定を受け

た方法を用いる場合における当該方法を含む。第３１条第１項において同じ。）に

従って評価することをいう。以下同じ。）を行い，国土交通省令・内閣府令で定め

る事項を記載し，国土交通省令・内閣府令で定める標章を付した評価書（以下「住

宅性能評価書」という。）を交付することができる。 
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（第２項及び第３項省略） 

 

 

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則抜粋（平成２９年４月１日施行） 

 

（軽微な変更に関する証明書の交付） 

第４６条の２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第１項の建

築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る

建築基準法第７条第５項，同法第７条の２第５項又は同法第１８条第１８項の規定

による検査済証の交付を受けようとする者は，その計画の変更が第４４条の軽微な

変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。 

 

 

   建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令抜粋 

 

 （建築物エネルギー消費性能基準） 

第１条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下「法」という。）第２

条第３号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は，次の各号に掲げる建築物

の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める基準とする。 

(1) 非住宅部分（法第１１条第１項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。）を有

する建築物（複合建築物（非住宅部分及び住宅部分（同項に規定する住宅部分を

いう。以下同じ。）を有する建築物をいう。以下同じ。）を除く。第８条第１号に

おいて「非住宅建築物」という。） 次のイ又はロのいずれかに適合するものであ

ること。ただし，国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と

認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが

確かめられた場合においては，この限りでない。 

（イ省略） 

ロ 非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物（国土

交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建

築物であると認めるものをいう。以下同じ。）の設計一次エネルギー消費量が，

当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えな

いこと。 
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（第２号及び第３号省略） 

（第２項省略） 

 

 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則抜粋 

（平成２９年４月１日施行） 

 

 （軽微な変更に関する証明書の交付） 

第１１条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項，同法第７条の２

第５項又は同法第１８条第１８項の規定による検査済証の交付を受けようとする

者は，その計画の変更が第３条（第７条第２項において読み替えて準用する場合を

含む。）の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁又は登

録建築物エネルギー消費性能判定機関に求めることができる。 

 

 （軽微な変更に関する証明書の交付） 

第２９条 法第１２条第１項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければ

ならない建築物の建築に係る建築基準法第７条第５項，同法第７条の２第５項又は

同法第１８条第１８項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は，その計

画の変更が第２６条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管

行政庁に求めることができる。 
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第１６号議案説明資料 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について 

 

  【制度化の背景及びその概要】 
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第○○号議案説明資料 
芦屋市手数料条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 
改正案 現 行 

別表（第2条関係） 

1 総務関係 （表省略） 

2 民生関係 （表省略） 

別表（第2条関係） 

1 総務関係 （表省略） 

2 民生関係 （表省略） 

3 建設関係 

(1) （表省略） 

3 建設関係  

(1) （表省略） 

(2) 建築基準法関係 (2) 建築基準法関係 

番号 事務 名称 金額 

1～3 （省略） 

4 建築基準法第7条第1

項の規定に基づく完

了検査の申請に対す

る審査（中間検査をし

た場合を除く。）又は

同法第18条第16項の

規定に基づく完了の

通知に対する審査（中

間検査をした場合を

除く。） 

建築物完了検査申請

手数料又は建築物完

了通知手数料 

イ 1件につき，次に

定めるとおりとす

る。 

床面積の合計が 

30㎡以内のもの 1

4,000円 

30㎡を超え100㎡以

内のもの 18,000

円 

100㎡を超え200㎡

以内のもの 22,00

0円 

200㎡を超え500㎡

以内のもの 30,00

0円 

500㎡を超え1,000

㎡以内のもの 47,

000円 

1,000㎡を超え2,00

番号 事務 名称 金額 

1～3 （省略） 

4 建築基準法第7条第1

項の規定に基づく完

了検査の申請に対す

る審査（中間検査をし

た場合を除く。）又は

同法第18条第16項の

規定に基づく完了の

通知に対する審査（中

間検査をした場合を

除く。） 

建築物完了検査申請

手数料又は建築物完

了通知手数料 

イ 1件につき，次に

定めるとおりとす

る。 

床面積の合計が 

30㎡以内のもの 1

4,000円 

30㎡を超え100㎡以

内のもの 18,000

円 

100㎡を超え200㎡

以内のもの 22,00

0円 

200㎡を超え500㎡

以内のもの 30,00

0円 

500㎡を超え1,000

㎡以内のもの 47,

000円 

1,000㎡を超え2,00



16-24 

改正案 現 行 

0㎡以内のもの 6

4,000円 

2,000㎡を超え10,0

00㎡以内のもの 1

57,000円 

10,000㎡を超え50,

000㎡以内のもの 

242,000円 

50,000㎡を超える

もの 457,000円 

なお，床面積の合計

は，建築物を建築し

た場合（移転した場

合を除く。）にあっ

ては当該建築に係

る部分の床面積に

ついて算定し，建築

物を移転し，又はそ

の大規模の修繕若

しくは大規模の模

様替をした場合に

あっては当該移転，

修繕又は模様替に

係る部分の床面積

の2分の1について

算定する。 

ロ 申請に係る計画

又は通知に係る計

画に同法第87条の2

の昇降機に係る部

分が含まれる場合

においては，上記の

手数料のほか，当該

0㎡以内のもの 6

4,000円 

2,000㎡を超え10,0

00㎡以内のもの 1

57,000円 

10,000㎡を超え50,

000㎡以内のもの 

242,000円 

50,000㎡を超える

もの 457,000円 

なお，床面積の合計

は，建築物を建築し

た場合（移転した場

合を除く。）にあっ

ては当該建築に係

る部分の床面積に

ついて算定し，建築

物を移転し，又はそ

の大規模の修繕若

しくは大規模の模

様替をした場合に

あっては当該移転，

修繕又は模様替に

係る部分の床面積

の2分の1について

算定する。 

ロ 申請に係る計画

又は通知に係る計

画に同法第87条の2

の昇降機に係る部

分が含まれる場合

においては，上記の

手数料のほか，当該
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改正案 現 行 

昇降機1基につき，

次項の手数料を納

めなければならな

い。 

5・6 （省略） 

7 中間検査をした建築

物に関する建築基準

法第7条第1項の規定

に基づく完了検査の

申請に対する審査又

は中間検査をした建

築物に関する同法第1

8条第16項の規定に基

づく完了の通知に対

する審査 

中間検査済建築物完

了検査申請手数料又

は中間検査済建築物

完了通知手数料 

イ 1件につき，次に

定めるとおりとす

る。 

床面積の合計が 

30㎡以内のもの 1

3,000円 

30㎡を超え100㎡以

内のもの 17,000

円 

100㎡を超え200㎡

以内のもの 21,00

0円 

200㎡を超え500㎡

以内のもの 29,00

0円 

500㎡を超え1,000

㎡以内のもの 45,

000円 

1,000㎡を超え2,00

0㎡以内のもの 6

1,000円 

2,000㎡を超え10,0

00㎡以内のもの 1

47,000円 

10,000㎡を超え50,

000㎡以内のもの 

232,000円 

50,000㎡を超える

昇降機1基につき，

次項の手数料を納

めなければならな

い。 

5・6 （省略） 

7 中間検査をした建築

物に関する建築基準

法第7条第1項の規定

に基づく完了検査の

申請に対する審査又

は中間検査をした建

築物に関する同法第1

8条第16項の規定に基

づく完了の通知に対

する審査 

中間検査済建築物完

了検査申請手数料又

は中間検査済建築物

完了通知手数料 

イ 1件につき，次に

定めるとおりとす

る。 

床面積の合計が 

30㎡以内のもの 1

3,000円 

30㎡を超え100㎡以

内のもの 17,000

円 

100㎡を超え200㎡

以内のもの 21,00

0円 

200㎡を超え500㎡

以内のもの 29,00

0円 

500㎡を超え1,000

㎡以内のもの 45,

000円 

1,000㎡を超え2,00

0㎡以内のもの 6

1,000円 

2,000㎡を超え10,0

00㎡以内のもの 1

47,000円 

10,000㎡を超え50,

000㎡以内のもの 

232,000円 

50,000㎡を超える
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改正案 現 行 

もの 437,000円 

なお，床面積の合計

は，建築物を建築し

た場合（移転した場

合を除く。）にあっ

ては当該建築に係

る部分の床面積に

ついて算定し，建築

物を移転し，又はそ

の大規模の修繕若

しくは大規模の模

様替をした場合に

あっては当該移転，

修繕又は模様替に

係る部分の床面積

の2分の1について

算定する。 

ロ 申請に係る計画

又は通知に係る計

画に同法第87条の2

の昇降機に係る部

分が含まれる場合

においては，上記の

手数料のほか，当該

昇降機１基につき，

次項の手数料を納

めなければならな

い。 

8～

64 

（省略） 

65 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律（平成27年法

建築物エネルギー消

費性能の適合性判定

を受けた建築物の完

1件につき，4の項又は

7の項に掲げる手数料

のほか，次に定める手

もの 437,000円 

なお，床面積の合計

は，建築物を建築し

た場合（移転した場

合を除く。）にあっ

ては当該建築に係

る部分の床面積に

ついて算定し，建築

物を移転し，又はそ

の大規模の修繕若

しくは大規模の模

様替をした場合に

あっては当該移転，

修繕又は模様替に

係る部分の床面積

の2分の1について

算定する。 

ロ 申請に係る計画

又は通知に係る計

画に同法第87条の2

の昇降機に係る部

分が含まれる場合

においては，上記の

手数料のほか，当該

昇降機１基につき，

次項の手数料を納

めなければならな

い。 

8～

64 

（省略） 
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改正案 現 行 

律第53号）第11条第1

項の規定が適用され

る建築物（以下(2)建

築基準法関係の表に

おいて「適判建築物」

という。）の部分（以

下同表において「非住

宅部分」という。）が

含まれる場合におけ

る建築基準法第7条第

1項の規定に基づく完

了検査の申請又は同

法第18条第16項の規

定に基づく完了の通

知に対する審査 

了検査申請手数料又

は完了通知手数料 

数料を納めなければ

ならない。 

非住宅部分の床面積

の合計が 

2,000㎡以上5,000㎡

以内のもの 85,000

円 

5,000㎡を超え10,000

㎡以内のもの 134,0

00円 

10,000㎡を超え25,00

0㎡以内のもの 169,

000円 

25,000㎡を超え50,00

0㎡以内のもの 211,

000円 

50,000㎡を超えるも

の 296,000円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)～(6) （表省略） 

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律関係 

番号 事務 名称 金額 

1 都市の低炭素化の

促進に関する法律

（平成 24年法律第

84 号。以下(7)都市

の低炭素化の促進

に関する法律関係

の表において「エ

コまち法」と い

う。）第 53 条第 1

項の規定に基づく

低炭素建築物新築

等計画（以下同表

低炭素建築物新築

等計画認定申請手

数料 

イ 市長が定める

機関により作成

されたエコまち

法第 54条第 1項

第 1 号に規定す

る基準に適合す

ることを確認し

た旨を証する書

面（以下(7)都市

の低炭素化の促

進に関する法律

関係の表におい

(3)～(6) （表省略） 

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律関係  

番号 事務 名称 金額 

1 都市の低炭素化の

促進に関する法律

（平成 24年法律第

84 号。以下(7)都市

の低炭素化の促進

に関する法律関係

の表において「エ

コまち法」と い

う。）第 53 条第 1

項の規定に基づく

低炭素建築物新築

等計画（以下(7)都

低炭素建築物新築

等計画認定申請手

数料 

イ 市長が定める

機関により作成

されたエコまち

法第 54条第 1項

第 1 号に規定す

る基準に適合す

ることを確認し

た旨を証する書

面（以下(7)都市

の低炭素化の促

進に関する法律

関係の表におい
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改正案 現 行 

において「新築等

計画」という。）の

認定の申請に対す

る審査 

て「適合証」と

いう。）が添付

されている場合

は，1件につき，

次に定めるとお

りとする。 

(1) 人の居住

の用に供する

建築物の部分

（以下(7)都

市の低炭素化

の促進に関す

る法律関係の

表において

「住宅部分」

という。）の

みを有する建

築物（以下同

表において

「住宅建築

物」という。）

に係る新築等

計画である場

合 

a 一棟の建

築物からな

る一戸の住

宅で，住宅

以外の用途

に供する部

分を有しな

いもの（以

下(7)都市

市の低炭素化の促

進に関する法律関

係の表におい て

「新築等計画」と

いう。）の認定の申

請に対する審査 

 

 

 

 

 

 

て「適合証」と

いう。）が添付さ

れている場合

は，1件につき，

次に定めるとお

りとする。 

(1) 一戸建て

の住宅又は一

戸建ての住宅

以外の住宅の

住戸（以下(7)

都市の低炭素

化の促進に関

する法律関係

の表において

「住戸等」と

いう。）に係る

新築等計画で

ある場合 

床面積の合計

が 

150 ㎡以内の

もの 7,300

円 

150㎡を超え4

00 ㎡以内のも

の 13,000 円

400㎡を超え8

00 ㎡以内のも

の 23,000 円

800 ㎡を超え

2,100 ㎡以内

のもの 50,0
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の低炭素化

の促進に関

する法律関

係の表にお

いて「一戸

建ての住

宅」という。）

の場合 

床面積の合

計が 

200 ㎡以内

のもの 7,

000 円 

200 ㎡を超

えるもの 

7,500 円 

b 一戸建て

の住宅以外

の住宅の場

合 

床面積の合

計が 

300 ㎡以内

のもの 1

2,000 円 

300 ㎡を超

え 2,000 ㎡

以内のもの

 28,000 円

2,000 ㎡を

超え 5,000

㎡以内のも

の 67,000

00 円 

2,100 ㎡を超

え 4,100 ㎡以

内のもの 7

0,000 円 

4,100 ㎡を超

え 8,300 ㎡以

内のもの 10

9,000 円 

8,300 ㎡を超

え16,500㎡以

内のもの 17

4,000 円 

16,500 ㎡を超

え24,750㎡以

内のもの 21

1,000 円 

24,750 ㎡を超

えるもの 25

2,000 円 
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円 

5,000 ㎡を

超え 10,000

㎡以内のも

の 104,00

0 円 

10,000 ㎡を

超え 25,000

㎡以内のも

の 168,00

0 円 

25,000 ㎡を

超え 50,000

㎡以内のも

の 238,00

0 円 

50,000 ㎡を

超えるもの

 373,000

円 

(2) 住宅建築

物以外の建築

物に係る新築

等計画である

場合 

a 住宅部分 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 1

2,000円 

300㎡を超

え2,000㎡
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以内のもの

 28,000円 

2,000㎡を

超え5,000

㎡以内のも

の 67,000

円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 104,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 168,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 238,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 373,000

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用部分

（共同住宅の

廊下，階段そ

の他共用に供

されるべき部

分をいう。以

下(7)都市の
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b 住宅部分

以外の建築

低炭素化の促

進に関する法

律関係の表に

おいて同じ。）

に係る新築等

計画である場

合 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 13,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 37,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 10

9,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 16

2,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 21

1,000円 

25,000㎡を超

えるもの 28

5,000円 

(3) 非住宅部

分（住戸等の
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物の部分

（以下(7)

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律関係の表

において

「非住宅部

分」とい

う。） 

 床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 1

2,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 35,000円 

2,000㎡を

超え5,000

㎡以内のも

の 104,00

0円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 154,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 201,00

部分及び共用

部分以外の部

分をいう。以

下(7)都市の

低炭素化の促

進に関する法

律関係の表に

おいて同じ。）

に係る新築等

計画である場

合 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 13,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 37,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 10

9,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 16

2,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 21

1,000円 

25,000㎡を超
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0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 243,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 357,000

円 

ロ 住宅の品質確

保の促進等に関

する法律第5条

第1項に規定す

る住宅性能評価

書により，市長

が定める基準に

適合すると認め

られる場合は，1

件につき，次に

定めるとおりと

する。 

(1) 住宅建築

物に係る新築

等計画である

場合 

a 一戸建て

の住宅の場

合 

床面積の合

計が 

200㎡以内

のもの 9,

えるもの 28

5,000円 
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100円 

200㎡を超

えるもの 

9,600円 

b 一戸建て

の住宅以外

の住宅の場

合 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 1

5,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 30,000円 

2,000㎡を

超え5,000

㎡以内のも

の 69,000

円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 106,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも 

の 170,00

0円 

25,000㎡を
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超え50,000

㎡以内のも

の 240,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 375,000

円 

(2) 住宅建築

物以外の建築

物に係る新築

等計画である

場合 

a 住宅部分 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 1

5,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 30,000円 

2,000㎡を

超え5,000

㎡以内のも

の 69,000

円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 106,00

0円 
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10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 170,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 240,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 375,000

円 

b 非住宅部

分 

(a) 建築

物全体の

エネルギ

ーの使用

の効率性

その他の

性能につ

いて，特

別な調査

又は研究

の結果に

基づく計

算方法と

して市長

が別に定

めるもの

（以下
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(7)都市

の低炭素

化の促進

に関する

法律関係

の表にお

いて「モ

デル建物

基準」と

いう。）

により算

出する場

合 

床面積の

合計が 

300㎡以

内のもの

 96,000

円 

300㎡を

超え2,00

0㎡以内

のもの 

163,000

円 

2,000㎡

を超え5,

000㎡以

内のもの

 271,00

0円 

5,000㎡

を超え1
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0,000㎡

以内のも

の 347,

000円 

10,000㎡

を超え2

5,000㎡

以内のも

の 424,

000円 

25,000㎡

を超え5

0,000㎡

以内のも

の 492,

000円 

50,000㎡

を超える

もの 65

6,000円 

(b) (a)以

外の場合 

床面積の

合計が 

300㎡以

内のもの

 244,00

0円 

300㎡を

超え2,00

0㎡以内

のもの 

397,000
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円 

2,000㎡

を超え5,

000㎡以

内のもの

 575,00

0円 

5,000㎡

を超え1

0,000㎡

以内のも

の 703,

000円 

10,000㎡

を超え2

5,000㎡

以内のも

の 839,

000円 

25,000㎡

を超え5

0,000㎡

以内のも

の 953,

000円 

50,000㎡

を超える

もの 1,

209,000

円 

ハ イ又はロに定

める場合のほか

は，1件につき，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 適合証が添付

されていない場

合は，1件につ
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次に定めるとお

りとする。 

(1) 住宅建築

物に係る新築

等計画である

場合 

a 一戸建て

の住宅の場

合 

床面積の合

計が 

200㎡以内

のもの 4

0,000円 

200㎡を超

えるもの 

45,000円 

b 一戸建て

の住宅以外

の住宅の場

合 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 7

7,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 130,000

円 

2,000㎡を

超え5,000

き，次に定める

とおりとする。 

(1) 住戸等の

部分に係る新

築等計画であ

る場合 

床面積の合計

が 

150㎡以内の

もの 40,000

円 

150㎡を超え4

00㎡以内のも

の 80,000円 

400㎡を超え8

00㎡以内のも

の 113,000

円 

800㎡を超え

2,100㎡以内

のもの 172,

000円 

2,100㎡を超

え4,100㎡以

内のもの 23

9,000円 

4,100㎡を超

え8,300㎡以

内のもの 33

4,000円 

8,300㎡を超

え16,500㎡以

内のもの 45
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㎡以内のも

の 228,00

0円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 318,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 617,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 1,065,

000円 

50,000㎡を

超えるもの

 1,958,00

0円 

(2) 住宅建築

物以外の建築

物に係る新築

等計画である

場合 

a 住宅部分 

床面積の合

計が 

300㎡以内の

もの 77,00

0円 

7,000円 

16,500㎡を超

え24,750㎡以

内のもの 59

0,000円 

24,750㎡を超

えるもの 71

6,000円 
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300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 13

0,000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 2

28,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡

以内のもの

 318,000円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 617,000

円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 1,065,0

00円 

50,000㎡を

超えるもの

 1,958,000

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共用部分

に係る新築等

計画である場

合 

床面積の合計

が 

300㎡以内の
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b 非住宅部

   分 

(a) モデ

ル建物基

準による

場合 

床面積の

合計が 

300㎡以

内のもの

 96,000

円 

もの 124,00

0円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 208,

000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 33

3,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 42

2,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 51

3,000円 

25,000㎡を超

えるもの 62

1,000円 

(3) 非住宅部

分に係る新築

等計画である

場合 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 272,00

0円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 436,
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300㎡を

超え2,00

0㎡以内

のもの 

163,000

円 

2,000㎡

を超え5,

000㎡以

内のもの

 271,00

0円 

5,000㎡

を超え1

0,000㎡

以内のも

の 347,

000円 

10,000㎡

を超え2

5,000㎡

以内のも

の 424,

000円 

25,000㎡

を超え5

0,000㎡

以内のも

の 492,

000円 

50,000㎡

を超える

もの 65

000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 63

1,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 76

9,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 91

5,000円 

25,000㎡を超

えるもの 1,

069,000円 
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6,000円 

(b) (a)以

外の場合 

床面積の

合計が 

300㎡以

内のもの

 244,00

0円 

300㎡を

超え2,00

0㎡以内

のもの 

397,000

円 

2,000㎡

を超え5,

000㎡以

内のもの

 575,00

0円 

5,000㎡

を超え1

0,000㎡

以内のも

の 703,

000円 

10,000㎡

を超え2

5,000㎡

以内のも

の 839,

000円 
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25,000㎡

を超え5

0,000㎡

以内のも

の 953,

000円 

50,000㎡

を超える

もの 1,

209,000

円 

ニ エコまち法第

54条第2項に規

定する申出があ

る場合において

は，イ，ロ又は

ハに定める手数

料のほか,(2)建

築基準法関係の

表1の項に掲げ

る手数料を納め

なければならな

い。 

2 エコまち法第55条

第1項の規定に基

づく低炭素建築物

新築等計画の変更

の認定の申請に対

する審査 

低炭素建築物新築

等計画変更認定申

請手数料 

新築等計画に係る

低炭素建築物の変

更しようとする部

分の床面積（建築

物のエネルギー使

用の効率性その他

の性能を算出する

方法の変更を伴う

場合にあっては，

変更後の方法で評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ エコまち法第

54条第2項に規

定する申出があ

る場合において

は，イ又はロに

定める手数料の

ほか,(2)建築基

準法関係の表1

の項に掲げる手

数料を納めなけ

ればならない。 

 

2 エコまち法第55条

第1項の規定に基

づく低炭素建築物

新築等計画の変更

の認定の申請に対

する審査 

低炭素建築物新築

等計画変更認定申

請手数料 

新築等計画に係る

低炭素建築物の変

更しようとする部

分の床面積に応

じ，表1の項に掲げ

る金額に相当する

額 
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価される住戸又は

建築物の部分の床

面積を含む。次項

において同じ。）

に応じ，前項に掲

げる金額に相当す

る額 

3 都市の低炭素化の

促進に関する法律

施行規則（平成24

年国土交通省令第

86号）第46条の2の

規定に基づく新築

等計画の変更が軽

微な変更に該当し

ている旨の証明の

申請に対する審査 

低炭素建築物新築

等計画軽微変更該

当証明申請手数料 

新築等計画に係る

低炭素建築物の変

更した部分の床面

積に応じ，1の項に

掲げる金額に相当

する額 

4 （省略） 

(8) （表省略） 

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 （省略） 

(8) （表省略） 

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係 
番号 事務 名称 金額 

1 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律（平成27年法

律第53号。以下(9)建

築物のエネルギー消

費性能の向上に関す

る法律関係の表にお

いて「法」という。）

第12条第1項又は第13

条第2項の規定に基づ

く建築物エネルギー

建築物エネルギー消

費性能確保計画に係

る適合性判定申請手

数料 

イ 建築物エネルギ

ー消費性能基準等

を定める省令（平成

28年経済産業省

令・国土交通省令第

1号。以下(9)建築物

のエネルギー消費

性能の向上に関す

る法律関係の表に

おいて「省令」とい

う。）第1条第1項第

番号 事務 名称 金額 
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消費性能確保計画（以

下同表において「確保

計画」という。）に係

る建築物エネルギー

消費性能適合性判定

（以下同表において

「適合性判定」とい

う。）の申請に対する

審査 

1号ロに規定する基

準（以下同表におい

て「モデル建物基

準」という。）によ

る場合 

床面積の合計が 

2,000㎡以上5,000

㎡以内のもの 26

4,000円 

5,000㎡を超え10,0

00㎡以内のもの 3

39,000円 

10,000㎡を超え25,

000㎡以内のもの 

415,000円 

25,000㎡を超え50,

000㎡以内のもの 

482,000円 

50,000㎡を超える

もの 644,000円 

ロ イ以外の場合 

床面積の合計が 

2,000㎡以上5,000

㎡以内のもの 56

3,000円 

5,000㎡を超え10,0

00㎡以内のもの 6

89,000円 

10,000㎡を超え25,

000㎡以内のもの 

823,000円 

25,000㎡を超え50,

000㎡以内のもの 
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935,000円 

50,000㎡を超える

もの 1,187,000円

2 法第12条第2項又は第

13条第3項の規定に基

づく変更後の確保計

画の適合性判定の申

請に対する審査 

変更後の建築物エネ

ルギー消費性能確保

計画に係る適合性判

定申請手数料 

確保計画に係る非住

宅部分（法第11条第1

項に規定する非住宅

部分をいう。以下(9)

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律関係の表に

おいて同じ。）の変更

しようとする部分（以

下この項において「変

更部分」という。）の

床面積（エネルギー消

費性能を算出する方

法（以下同表において

「算出方法」という。）

の変更を伴う場合に

あっては，変更後の算

出方法で評価する建

築物の床面積を含む。

次項，5の項及び6の項

において同じ。）の合

計が 

300㎡以内のもの 23

8,000円（モデル建物

基準による場合にあ

っては，93,000円）

300㎡を超え2,000㎡

未満のもの 388,000

円（モデル建物基準に

よる場合にあっては，
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158,000円） 

2,000㎡以上のもの 

変更部分の床面積に

応じ，前項に掲げる金

額に相当する額 

3 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律施行規則（平

成28年国土交通省令

第5号。以下(9)建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律関係の表において

「施行規則」という。）

第11条の規定に基づ

く確保計画の変更が

軽微な変更に該当し

ている旨の証明の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消

費性能確保計画軽微

変更該当証明申請手

数料 

確保計画に係る非住

宅部分の変更した部

分（以下この項におい

て「変更部分」とい

う。）の床面積の合計

が 

300㎡以内のもの 23

8,000円（モデル建物

基準による場合にあ

っては，93,000円）

300㎡を超え2,000㎡

未満のもの 388,000

円（モデル建物基準に

よる場合にあっては，

158,000円） 

2,000㎡以上のもの 

変更部分の床面積に

応じ，1の項に掲げる

金額に相当する額 

4 法第29条第1項の規定

に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上

計画（以下(9)建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律関係の表において

「性能向上計画」とい

う。）の認定の申請に

建築物エネルギー消

費性能向上計画認定

申請手数料 

イ 市長が定める機

関により作成され

た法第30条第1項第

1号に規定する基準

に適合する性能向

上計画であると認

める旨の書類その

他の市長が定める

書類が添付されて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

1 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律（平成27年法

律第53号。以下(9)建

築物のエネルギー消

費性能の向上に関す

る法律関係の表にお

いて「法」という。）

第29条第1項の規定に

建築物エネルギー消

費性能向上計画認定

申請手数料 

イ 市長が定める機

関により作成され

た法第30条第1項第

1号に規定する基準

に適合する性能向

上計画であると認

める旨の書類その

他の市長が定める

書類が添付されて
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対する審査 いる場合は，1件に

つき，次に定めると

おりとする。 

(1) 住宅部分（法

第11条第1項に

規定する住宅部

分をいう。以下

(9)建築物のエ

ネルギー消費性

能の向上に関す

る法律関係の表

において同じ。）

のみを有する建

築物（以下同表

において「住宅

建築物」とい

う。）に係る性能

向上計画である

場合 

 

 

 

a 一棟の建築

物で住戸の数

が1の住宅（以

下(9)建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律関係の表に

おいて「一戸

建ての住宅」

という。）の場

基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計

画（以下(9)建築物の

エネルギー消費性能

の向上に関する法律

関係の表において「性

能向上計画」という。）

の認定の申請に対す

る審査 

いる場合は，1件に

つき，次に定めると

おりとする。 

(1) 人の居住の用

に供する建築物

の部分（以下(9)

建築物のエネル

ギー消費性能の

向上に関する法

律関係の表にお

いて「住宅部分」

という。）のみ

を有する建築物

（以下(9)建築

物のエネルギー

消費性能の向上

に関する法律関

係の表において

「住宅建築物」

という。）に係る

性能向上計画で

ある場合 

a 一棟の建築

物で住戸の数

が1の住宅（以

下(9)建築物

のエネルギー

消費性能の向

上に関する法

律関係の表に

おいて「一戸

建ての住宅」

という。）の場
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合 

床面積の合計

が 

200㎡以内の

もの 6,900

円 

200㎡を超え

るもの 7,40

0円 

b 一戸建ての

住宅以外の住

宅の場合 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 12,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 28,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 6

6,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 10

3,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 16

5,000円 

合 

床面積の合計

が 

200㎡以内の

もの 6,900

円 

200㎡を超え

るもの 7,40

0円 

b 一戸建ての

住宅以外の住

宅の場合 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 12,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 28,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 6

6,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 10

3,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 16

5,000円 
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25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 23

4,000円 

50,000㎡を超

えるもの 36

8,000円 

(2) 住宅建築物以

外の建築物に係

る性能向上計画

である場合 

ａ 住宅部分 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 12,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 28,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 6

6,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 10

3,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 16

5,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 23

4,000円 

50,000㎡を超

えるもの 36

8,000円 

(2) 住宅建築物以

外の建築物に係

る性能向上計画

である場合 

ａ 住宅部分 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 12,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 28,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 6

6,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 10

3,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 16

5,000円 
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25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 23

4,000円 

50,000㎡を超

えるもの 36

8,000円 

ｂ 非住宅部分

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 12,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 35,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 10

3,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 15

1,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 19

8,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 23

9,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 23

4,000円 

50,000㎡を超

えるもの 36

8,000円 

ｂ 住宅部分以

外の建築物の

部分（以下(9)

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上に関

する法律関係

の表において

「非住宅部

分」という。）

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 12,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 35,0

00円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 10

3,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 15
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50,000㎡を超

えるもの 35

2,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ イに定める場合

のほかは，1件につ

き，次に定めるとお

りとする。 

(1) 住宅建築物に

係る性能向上計

画である場合 

a 一戸建ての

住宅の場合 

床面積の合計

が 

200㎡以内の

もの 37,000

円 

200㎡を超え

るもの 42,0

00円 

b 一戸建ての

住宅以外の住

宅の場合 

床面積の合計

1,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 19

8,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 23

9,000円 

50,000㎡を超

えるもの 35

2,000円 

ロ イに定める場合

のほかは，1件につ

き，次に定めるとお

りとする。 

(1) 住宅建築物に

係る性能向上計

画である場合 

a 一戸建ての

住宅の場合 

床面積の合計

が 

200㎡以内の

もの 37,000

円 

200㎡を超え

るもの 42,0

00円 

b 一戸建ての

住宅以外の住

宅の場合 

床面積の合計



16-57 

改正案 現 行 

が 

300㎡以内の

もの 74,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 126,

000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 22

2,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 31

0,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 60

4,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 1,

045,000円 

50,000㎡を超

えるもの 1,

923,000円 

(2) 住宅建築物以

外の建築物に係

る性能向上計画

である場合 

ａ 住宅部分 

床面積の合計

が 

300㎡以内の

もの 74,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 126,

000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 22

2,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 31

0,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 60

4,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 1,

045,000円 

50,000㎡を超

えるもの 1,

923,000円  

(2) 住宅建築物以

外の建築物に係

る性能向上計画

である場合 

ａ 住宅部分 

床面積の合計
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が 

300㎡以内の

もの 74,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 126,

000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 22

2,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 31

0,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 60

4,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 1,

045,000円 

50,000㎡を超

えるもの 1,

923,000円 

ｂ 非住宅部分

(a) 省令第1

0条第1号イ

(2)及びロ

(2)に規定

する基準に

が 

300㎡以内の

もの 74,000

円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 126,

000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 22

2,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡以

内のもの 31

0,000円 

10,000㎡を超

え25,000㎡以

内のもの 60

4,000円 

25,000㎡を超

え50,000㎡以

内のもの 1,

045,000円 

50,000㎡を超

えるもの 1,

923,000円 

ｂ 非住宅部分

(a) 建築物

エネルギー

消費性能基

準等を定め

る省令(平
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よる場合 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 9

3,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 158,000

円 

2,000㎡を

超え5,000

㎡以内のも

の 264,00

0円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 339,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 415,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 482,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

成28年経済

産業省令・

国土交通省

令第1号。

(以下(9)建

築物のエネ

ルギー消費

性能の向上

に関する法

律関係の表

において

「省令」と

いう。)第8

条第1号イ

(2)及びロ

(2)に規定

する基準に

よる場合 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 9

3,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 158,000

円 

2,000㎡を

超え5,000

㎡以内のも

の 264,00

0円 
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 644,000

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a)以外

の場合 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 23

8,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 388,000

円 

2,000㎡を

超え5,000

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 339,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 415,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 482,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 644,000

円 

(b) (a)以外

の場合 

床面積の合

計が 

300㎡以内

のもの 23

8,000円 

300㎡を超

え2,000㎡

以内のもの

 388,000

円 

2,000㎡を

超え5,000
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㎡以内のも

の 563,00

0円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 689,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 823,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 935,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 1,187,00

0円 

5 法第31条第1項の規定

に基づく性能向上計

画の変更の認定の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消

費性能向上計画変更

認定申請手数料 

性能向上計画に係る

建築物の変更しよう

とする部分の床面積

に応じ，前項に掲げる

金額に相当する額 

 

 

6 施行規則第29条の規

定に基づく性能向上

計画の変更が軽微な

変更に該当している

建築物エネルギー消

費性能向上計画軽微

変更該当証明申請手

数料 

性能向上計画に係る

建築物の変更した部

分の床面積に応じ，4

の項に掲げる金額に

㎡以内のも

の 563,00

0円 

5,000㎡を

超え10,000

㎡以内のも

の 689,00

0円 

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 823,00

0円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 935,00

0円 

50,000㎡を

超えるもの

 1,187,00

0円 

2 法第31条第1項の規定

に基づく性能向上計

画の変更の認定の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消

費性能向上計画変更

認定申請手数料 

性能向上計画に係る

住宅建築物，非住宅建

築物又は複合建築物

の変更しようとする

部分の床面積に応じ，

1の項に掲げる金額に

相当する額 
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旨の証明の申請に対

する審査 

相当する額 

7 法第36条第1項の規定

に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準

に適合している旨の

認定の申請(以下(9)

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律関係の表に

おいて「基準適合認定

申請」という。)に対

する審査 

建築物エネルギー消

費性能基準適合認定

申請手数料 

イ （省略） 

ロ イに定める場合

のほかは，1件につ

き，次に定めるとお

りとする。 

(1) （省略） 

(2) 住宅建築物以

外の建築物に係

る基準適合認定

申請である場合

ａ （省略） 

ｂ 非住宅部分

(a) モデル建

物基準によ

る場合 

床面積の合

計が 

300㎡以内の

もの 93,00

0円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 15

8,000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 2

64,000円 

5,000㎡を超

え10,000㎡

以内のもの

 

 

3 法第36条第1項の規定

に基づく建築物エネ

ルギー消費性能基準

に適合している旨の

認定の申請(以下(9)

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律関係の表に

おいて「基準適合認定

申請」という。)に対

する審査 

建築物エネルギー消

費性能基準適合認定

申請手数料 

イ （省略） 

ロ イに定める場合

のほかは，1件につ

き，次に定めるとお

りとする。 

(1) （省略） 

(2) 住宅建築物以

外の建築物に係

る基準適合認定

申請である場合

ａ （省略） 

ｂ 非住宅部分

(a) 省令第1

条第1項第1

号ロに規定

する基準に

よる場合 

床面積の合

計が 

300㎡以内の

もの 93,00

0円 

300㎡を超え

2,000㎡以内

のもの 15

8,000円 

2,000㎡を超

え5,000㎡以

内のもの 2

64,000円 

5,000㎡を超
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 339,000円

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 415,000

円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 482,000

円 

50,000㎡を

超えるもの

 644,000円

 

 

(b) （省略）

備考 （省略） 

4 消防関係 （表省略） 

5 その他共通関係 （表省略） 

え10,000㎡

以内のもの

 339,000円

10,000㎡を

超え25,000

㎡以内のも

の 415,000

円 

25,000㎡を

超え50,000

㎡以内のも

の 482,000

円 

50,000㎡を

超えるもの

 644,000円

(b) （省略）

備考 （省略） 

4 消防関係 （表省略） 

5 その他共通関係 （表省略） 

 


